
   綾瀬市学校給食物資納入業者の登録に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、綾瀬市立学校給食センター（以下「学校給食センター」という。

）において使用する食材料（主食、牛乳及び脱脂粉乳の物資を除く。）の購入の適

正を期すため､ 納入業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （納入業者の募集） 

第２条 納入業者の募集は、毎年市広報誌等に掲載して周知するものとする。 

（申請者の資格） 

第３条 納入業者として登録の申請をできる者（以下「申請者」という。）は、次の

各号のいずれかに該当する以外の者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６

７条の４第２項各号のいずれかに該当する者 

(2) 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２条第２号に規定す

る暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団経

営支配法人等に該当する者 

(3) 納入業者として契約を締結する能力を有しない者 

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(5) 同種の営業を引き続き１年以上営んでいない者（同種の営業を引き続き１年以

上営んでいる者と同様の事情にあると認められる者を除く。） 

(6) 営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合に、当該許可、

認可、登録等を受けていない者 

(7) 第５条第１項第３号に規定する税について、滞納している者 

２ 前項に規定するもののほか、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条

第１項に基づく許可を要する申請者については、保健所の食品衛生監視票の採点結

果が８割以上でなければならない。 

（登録有効期間） 

第４条 納入業者の登録の有効期間は、登録された年度の翌年度の４月１日から２年

間（以下「本登録期間」という。）とする。ただし、本登録期間内に新たに登録の

申請を行った者の有効期間は、登録された年度の翌年度の４月１日から１年間とす

る。 



（登録申請） 

第５条 申請者は、学校給食物資納入業者登録申請書（第１号様式）により、次に掲

げる書類を添えて申請期間内に教育長に申請しなければならない。 

(1) 営業を行っていることを明らかにする書類（申請者が法人である場合は、法人

の登記事項証明書） 

(2) 営業に関し許可、登録等を受けることとされている場合には、当該許可、登録

等を受けていることを証する書類 

(3) 最近１年間の法人税、所得税、法人・個人事業税、法人・個人住民税、固定資

産税、消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

(4) 申請者が個人である場合は、申請者の本籍地の市区町村が発行した身分証明書 

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 

２ 前項における申請期間は、その都度定める。 

（審査の実施） 

第６条 前条の登録申請の審査は、学校給食主管課が行う。 

２ 審査は、原則として書類審査とする。ただし、新規申請者、検収不合格品を納入

したことがある者等については、必要に応じて事業所等の実態調査を行うものとす

る。 

３ 学校給食主管課長は、前項の審査結果を教育長に報告しなければならない。 

（登録業者の決定） 

第７条 教育長は、申請者の登録の適否を決定したときは、その旨を学校給食物資納

入業者登録決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、登録を許可しないときは、その理由を付さなければならな

い。 

（登録資格の喪失等） 

第８条 登録の許可を受けた者（この条において「登録業者」という。）が第３条に

該当しなくなったときは、登録業者はその資格を喪失する。 

２ 登録業者が物資の規格に適さないものの納入その他の理由により不適格業者と認

められるときは、教育長は登録を取り消すことができる。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この告示は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（綾瀬市学校給食物資の購入等に関する要綱の一部改正） 

２ 綾瀬市学校給食物資の購入等に関する要綱（平成１１年９月１日施行）の一部を

次のように改正する。 

  第５条第２項中「綾瀬市学校給食物資納入業者の登録等に関する要綱（平成１１

年９月１日施行）」を「綾瀬市学校給食物資納入業者の登録に関する要綱（平成１

６年１０月１日施行）」に改める。 

附 則 

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条を削り、第８条を

第７条とし、第９条を第８条とし、第１０条を第９条とする改正規定は、令和５年

１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の改正の際現に前項の規定による改正前の第８条の規定により納入業者

の登録を受けている者は、令和８年３月３１日までの間に限り、改正後の綾瀬市学

校給食物資納入業者の登録に関する要綱の規定により納入業者の登録を受けたもの

とみなす。 



第１号様式（第５条関係） 

学校給食物資納入業者登録申請書 

      年  月  日 

 綾瀬市教育委員会教育長 殿 

                     住  所 

                 申請者 商  号 

                     代 表 者            

                     電話番号 

 

 綾瀬市立学校給食センターにおいて使用する食材料を納入したいので、指定の関係

書類を添えて納入業者の登録を申請します。 

 この学校給食物資納入業者登録申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と

相違ないことを誓約します。 

業 種  

営 業 区 分 □本社 □本店 □支店 □営業所 □出張所 その他 

営 業 年 数              年 （学校給食   年 その他産業給食   年） 

取 扱 品 目 

□青果類 □精肉類 □穀類 □いも・でんぷん 

□さとう・菓子類 □豆・豆製品 □種実類・油脂 □野菜類 

□果実類 □きのこ類 □藻類 □魚介類 □肉類 □卵類 

□乳類 □調味料 □魚・肉・卵加工品 □添加物 

□その他（        ） 

営 

業 

規 

模 

従 業 員 数            人 （うち担当営業所従業員数        人） 

輸 送 能 力       
保冷車   台   冷凍車   台   貨物車   台 

（自社 ・ 一部委託 ・ 全部委託（委託先         ）） 

店舗等の規模 店舗    ㎡     工場    ㎡     倉庫    ㎡ 

冷 凍 庫             基 （容量                 ） 

冷 蔵 庫             基 （容量                 ） 

取

引

先 

納 品 先       
 

購 入 先       
 



第２号様式（第７条関係） 

学校給食物資納入業者登録決定通知書 

 

                              年  月  日 

 

             様 

 

            綾瀬市教育委員会教育長           □印     

 

次のとおり決定しましたので、通知します。 

決 定 の 内 容 □ 登録する   □ 登録しない 

登 録 の 期 間     年  月  日 ～     年  月  日 

納 入 指 定 品 目 

 

登録をしない理由 

 

備 考 

 

 


